
人事委員会議事録（第1736回） 
 

 

１ 開催日時 

    令和６年７月23日（火）15：00～16：30 

 

２ 開催場所 

    兵庫県人事委員会 審理室 

 

３ 会議に出席した者 

    委   員   大久保 和 代 委員長 

            鈴 木 尉 久 委 員 

長 尾   真 委 員 

    事務局職員   古 川 卓 哉 事務局長 

            西 谷 智 子 任用給与課長 

            川 﨑 勝 之 副課長 

             

開 会 

 

第１号議案 

 議事録の承認を求める件（第1735回） 

 

人事委員会議事録（第 1735回）について、審議の結果、原案どおり承認した。 

 

第２号議案 

 措置要求の受理及び事務担当者の指名の件（令和６年（措）第４号事案） 

 

任用給与課長が、令和６年７月 23日付けで措置要求を受理するとともに、鈴木尉久委

員を事務担当者に指名する旨を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

第３号議案 

 事務系職種（大卒程度・通常枠）採用試験１次面接試験合格者決定の件 

 

任用給与課長が、標記試験の実施状況、合格基準及び合格発表日（７月 24日）等を説

明した後、同試験の合格者（案）を諮り、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

（委員）  

早期 SPI枠を実施した影響はあるのか。 

（事務局）  

  受験者が早期 SPI 枠に流れることにより、成績の低下を懸念していたが、それほど

影響はみられない。 

 

 



第４号議案 

 資格免許職採用試験最終合格者決定の件 

 

任用給与課長が、標記試験の実施状況、合格基準及び合格発表日（７月 24日）等を説

明した後、同試験の合格者（案）を諮り、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

（委員）  

採用待機者数は公表しているのか。 

（事務局） 

  職員採用ポータルサイトにおいて、各試験の実施結果の中で公表している。 

 

第５号議案 

 採用選考試験（第１回）筆記試験合格者決定の件 

 

任用給与課長が、標記試験の実施状況、合格基準及び合格発表日（７月 24日）等を説

明した後、同試験の合格者（案）を諮り、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

（委員）  

特効薬はないかもしれないが、受験者が確保できない職種が課題ではないか。 

（事務局）  

  海技職＜教育委員会＞については、昨年度から、県立香住高等学校の新卒者も受験

できるよう受験資格を見直した。昨年度から募集を開始した治験コーディネーターに

ついては、募集している他県でも最近は応募がない状況であり、どういった見直しが

できるか、今後、任命権者と協議し検討していく。 

 

第６号議案 

 採用選考試験（第１回）最終合格者決定の件 

 

任用給与課長が、標記試験の実施状況、合格基準及び合格発表日（７月 24日）等を説

明した後、同試験の合格者（案）を諮り、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

第７号議案 

 獣医師採用選考試験（第２回）実施要綱決定の件 

 

任用給与課長が、標記要綱（案）を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

（委員）  

大学へのリクルート活動は行っているのか。採用予定数を確保できるまで、同じ試

験をやり続けるのもどうか。 

（事務局）  

任命権者で、現職の獣医師による獣医学部設置の大学訪問を実施している。 

（委員）  

初任給調整手当は他団体でも支給しているのか。 



（事務局）  

手当創設当時、支給している 34 団体の平均額 35,000 円で設定し、処遇改善を図っ

ている。 

 

第８号議案 

 採用選考並びに職務の級及び号給決定の件 

 

 任用給与課長が、兵庫県病院事業管理者から請求のあった採用選考（発令予定：令和

６年８月１日）並びに職務の級及び号給を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

第９号議案 

 職務に専念する義務を免除できる場合の決定の件 

 

任用給与課長が、兵庫県知事から職務に専念する義務を免除できる場合の承認申請に

ついて、標記の概要および承認する理由を説明し、審議の結果、原案どおり決定した。 

 

（委員）  

百条委員会が実施するアンケートで、ほとんどの職員が対象なのであれば、あらかじ

め全員に職務専念義務免除について通知するなどの一括した対応を行うのか。 

（事務局）  

 法律上、免除は公務優先という基本原則に対する限定的、例外的特例である。服務の

取扱いを明確にするため、一般的には個別の申請に基づき承認手続きを行うことになる

が、本件では申請した職員の特定に繋がる懸念もあるので、手続きとしてどう対応する

かは任命権者で検討される。 

（委員）  

アンケートの回答を職務として取り扱うという考え方もあると思う。 

（事務局）  

 職務であれば免除の必要はないが、本件は任命権者が職務外として位置づけているの

で、勤務時間中に回答するには免除が必要となる。人事委員会としては免除を可能にす

ることの妥当性についてご判断していただくこととなる。 

 

報告事項１ 

兵庫県人事委員会勧告に向けた申入れ 

 

任用給与課長が、職員団体からの標記申入れを報告した。 

 

（委員）  

報告の中で公益通報の外部窓口の設置について盛り込むことを検討してはどうか。 

（事務局）  

今後の動向にもよるが、報告文案を協議する中でご相談させていただきたい。 

 

報告事項２ 

任命権者が行った処分 



 

任用給与課長が、警察本部長が行った２件の懲戒処分の内容及び理由を説明した。 

 

 

 

閉 会 

 

 


